


2003 年の日本の地域通貨の全体的動向と現状 
泉 留維 

（１）地域通貨の動向について 

①地域通貨の立ち上げ（各種新聞記事及び「地域通貨全リスト（http://cc-pr.net/list/）」等

より） 
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②実働している地域通貨の推移（泉「地域通貨」『日本環境年鑑 2003』創土社より一部修正） 
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（２）地域通貨の実態について（財団法人地域活性化センター編『地域通貨によるコミュニ

ティの再生について：調査研究報告書』（2004 年３月刊行予定）より抜粋） 

・ハガキによるアンケート実態調査（平成 15 年 10 月 30 日～11 月 7 日、131 件（回答率 54.4％）） 

・電話によるヒアリング実態調査（平成 16 年 1 月 19 日～2 月 3 日、44 件（現在稼働中を対象）） 

 

①取り組み状況（n=131） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              →実験段階が多い 

 

②取り組み状況と開始時期（n=116） 

 

③地域通貨の形式について（電話ヒアリングによる） 
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地域通貨の形式については、紙幣の形をした「紙券型」が 6 割以上を占めている。その「紙券型」

のうち 6 割近くが、会員登録をすることで自動的に紙券を発行するタイプで、それ以外では「ゆ

ーら（京都府綾部市）」のように円を寄付した額に応じて発行してもらうタイプや「ポエマ（静

岡県磐田市）」のようにボランティア活動をしたことに応じて発行してもらうタイプなどがある。 

 

④地域通貨の参加者数（n=131） 

 
「1000 人以上」の大規模な地域通貨も 8.4％（11 件）あるが、全ての事例が会員登録制という

わけではなく、地域通貨の配布枚数などを目安に参加者数を回答しているものも含まれている。

100 人以下が６割近い。 

 

⑤入会金・年会費の有無（n=44） 

 

入会費等の会費を徴収していない場合に運営経費をどのような財源で賄っているかについては、

NPO 法人や商店会で他の業務を併せて行っている場合では「NPO 全体の経費から流用している」

とか「商店会の予算を流用している」など他の経費から流用している例が多くあった。 

（実験として行っているところは、助成金や補助金を充てているケースが少なからずある） 

 

 

 

 



⑥地域通貨の流通範囲（n=44） 

 

「その他」のほとんどは、「NPO 法人内」であるとか「社会福祉法人内」というように地理的概

念を持たない事例。 

→地域通貨の「地域」とはいったいどのような範囲を指しているのか？ 

 

⑦行政の関与 

 

行政が運営主体となっている 4 件を除く 40 件のうち 6 割にあたる 24 件が何らかの支援・関与を

受けていた。行政の支援・関与の有無で参加者数による違いがあるかを見ると、行政からの支援

や関与を受けた場合のほうが、より大規模になっている傾向がある（因果関係は不明）。 

 

○02 年から始まり、03 年には、中央政府や地方政府の補助金を受けたり、また地方政府自体が

地域通貨の運営を行ったりするところがいくつも出てきた。ただし、30 年代の取り組みやア

ルゼンチンのように経済活性化目的とは言い難い。 

 

2004 年 3 月 13 日 
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くら信用できるひとだからといって、その人が紹介するどなたかが、すぐに信用できるわけではないというわけです。それは先様

にとっても同様です。格言のとおりに行動していれば信用を裏切られるようなことはないのでしょうが、だからといって、そうして

ばかりはいられません。数しれぬ痛みを体験し、また、もしかしたら人様に迷惑を与えながら、生活の実質をなす人間関係の豊

富化が得られていきます。そこではどうしても、じぶんが信用できる人が紹介する人は信用できるに違いないという見込みをつ

けるということがでてきます。これは格言のいうように危うさと背中合わせですが、それは紹介者が私に紹介する人にとっても同

様です。お互いにまず、自分が自分であることを同定しなければなりません。これはGnuPGでじぶんのキーにじぶんでまず署

名しなければならないことに似ています。しかしそれが真正であるかどうかは他者によって示される必要があります。これはキー

に署名してもらい、できうるならば最高度のultimate署名をしてもらいたいことと似ています。これは被紹介者も同様です。私た

ちはこうしたつながりを紹介者の役回りを演じたり、演じられたりすることで作り、いわば、ＧｎｕＰＧでいう「信頼の蜘蛛の巣」を維

持しているともいえるのかなと思っています。１枚のＷＡＴ券の流通は、ＷＡＴ裏書きendorsementを通してじつはこれとよく似た

プロセスを私たちが体験しているともいえます。

 裏書きといえば、地域通貨のなかにﾍ裏面にＷＡＴとよく似た記入欄を設けているものがあります。おおむね、公益を僭称す

る団体が任意に出す私貨幣によく見かけます。これはＷＡＴエンドースと同じでしょうか。実は根本的に異なっています。こうし

た団体の発行する私貨幣の場合は、その発行につき、国法の規律、たとえば紙幣類似証券取締法をくぐり抜ける方便として裏

書き類似を採用しているようにみえます。紙幣類似にあたらないためには、まず証券でなければいいわけですから、６か月の有

効期限をいれます。そして使用者が裏書きして月日を記入し、宛先を記入して使用すれば使用期日の書き入れのたびに新規

に発券されるという解釈で、永遠に６か月先は到来しないのに、有効期日のある券にできるといういわば変化球的解釈でしょう

。もちろん、これ以外に、転々流通の経路が裏面に示されることで人と人を結ぶ地域通貨の個性を発揮できるという理由もある

でしょう。しかしそれは記録としてのみ価値あるものにすぎません。それによって人の信用が組織されるということはないでしょう

。なぜなら使用者はその私貨幣が使え、受け入れ先が受け入れてくれると信じ、受け入れ先もその私貨幣が会員に使えると信

じているから受け入れるという点ではﾊ常の貨幣と変わらぬ信用の構図があって、私貨幣とそれを出す団体が信用されている

だけで、当事者一人一人の実質的信用が相互に重視されているわけではないからです。

■ ＷＡＴエンドース

 では、ＷＡＴ券の裏書きとはなんでしょうか。

 ＷＡＴは一種の複名手形です。一種のというのは、通常の金貸しが介在する手形（金融機関が手形帳を顧客に配布します

ね）とは違っているからです。

 手形はいろいろな活用のされかたをしています。例えば、金貸しによる融資の事例を考えますと、そこでも手形利用がみら

れます。金融機関を宛先として手形融資を受ける場合がそれです。担保を入れて融資を受ける場合とは金利に差がつきます

が、その差を生む原因はいくつかありますが、そのひとつには信用の程度差があります。この場合は手形を差し出して金貸しか

ら金銭を借りる（入手する）わけです。

 もちろん二名の人間が商業手形を活用して貨幣利用を回避する活用事例も多々みられます。この場合もどの程度利用され

るかを決めている事情は手形決済を望む人間の信用です。また裏書きされて決済に使われてきている場合は裏書人の信用も

関連してきます。
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 これらのどの場合でも、事は金銭ベースで成立しています。しかしＷＡＴの場合は実物ベースで同様のことが行われま

す。

 その特質は

○ 当然のことですが、金融機関が介在しません。

○ 二名の契約締結者はＡがＢから財・役務の提供を受ける場合、ＡはＢに清算の約定を約束した約定を入れます。Ｂは

Ａを信用していれば、これを受領するでしょう。Ｂの入手した手形は実物による弁済を約したしたものです。グリーン電力債

か合意しうる財・役務です。ＢはこれをＡ，Ｂを信用して受け入れるＣに使います。ＣはＤに、そして事は同様に進行して、Ｚ

がＡにこれを使用したときにこの手形は清算をむかえます。

○ 誰でもみればすぐわかりますが、手形といいながらＷＡＴ券は手形にとって必須の要件を一つ欠いています。これは

あえてそう設計したのですが、清算場所の記載を不可欠なものとしていないのです。つまり住所の記載を関係者の交渉プ

ロセスのなかで、発券人及び受領者の自由な裁量にまかせたのです。

○ その理由はＷＡＴ券を実際に成立させるＡ，Ｂのうち、Ａがじぶんの判断で自己情報の譲渡と引換により高度の信用

をＢから（そしてＣ、Ｄ、Ｅ、・・・以下から）勝ちうる自己決定性を残したからです。もしＡがじぶんを強く信用してしければ、Ａ

は清算の場所や住所、連絡先などを券面に明記するでしょう。しかし額面が小額でＢが具体的に彼を知っていて、なおか

つ他の人間にＷＡＴ既発券として使用しうる可能性が大であると感じれば、清算地の明記がなくともＷＡＴ券を受け入れ、

Ａに信用を与えるでしょう。それはＡにとって自己情報譲渡の負担を軽減させることでしょう。また、Ａが自己の生産物やサ

ービスの需要者を求めていれば、積極的に清算地や住所、所在地等の情報を書き入れる選択をするでしょう。なぜなら清

算請求は彼への需要となって現れるからです。もし全額ＷＡＴ建てでない取引が成立すれば、ＷＡＴの清算請求が円貨に

よる需要を連れてくることになるのですから。したがって彼は、券面に印刷してある約定以外に、じぶんの供給できる品目

の引き渡し約束をＰＲの意味を込めて記載することもあるでしょう。ＷＡＴ広告と呼ばれる機能です。重要なのはＡが選択で

きる範囲の広さにあるのです。Ｂの信用供与と裏腹の関係にあるＡの自己情報譲渡に関する自己選択の幅が人々の関係

のなかでの自律の基礎です。

○ ところでこの、清算場所等の記載の自由はＢのサイドからみれば、じぶんがどれだけＡについて知っているか、ど黷ﾙ

ど信用しうると考えているかが問われることを意味します。彼はＡによる清算約束を１００％信じないこともできれば、１００％

信じることもできるし、その中間の色合いのなかで判断をするでしょう。ここでも信認の範囲ないし幅が重要なわけです。も

しその幅が極めて狭いものであれば、Ａと信頼関係を結びうる可能性自体が低くなることを意味します。ＢにとってＡはＷＡ

Ｔ信用を立ててあげる先であると同時に、円貨併用でＢの財や役務が需要される場合は大事な顧客でもあるからです。円

貨併用度が高くなるほど、つまりＷＡＴ建て部分の割合が低下するﾙどに、両者の信用し合う関係作りの意欲や動機は低

下し、信用の問題は貨幣（円貨）の側に吸収されていくことでしょう。この事情もまた、両者の相互的な信頼形成に影響を与

える一要因でありえます。

■ 相対信用

Ｂさんのところに彼がよく知っていて信頼もしているＣさんから、あなたと知り合いになりたいひとがいると紹介されるとしまし
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ょう。その人はＡと名乗り、お付き合いし、取引ができたら、といいます。Ｂは信頼するＣがＡだと言っているので、まさかその人

間が、Ｃが信頼しているＡではなく、たぬきやきつねが化けたもので、Ｃはまんまと騙されている（なりすまし）とは思いはしませ

ん。しかしその可能性はゼロではないのです。その懸念を払拭するために、ＡはじぶんがＡであることを証明しなければなりま

せん。私はＡです、といって自己紹介することでは、それは達成されません。おのれ以外の存在にＢの眼前のＡがたしかにＡ

であることを証明するには、第三者の認定がいるわけです。そこで登場するのが、ある権威であったりします。「はい、免許証

かなにかみせてください」と。そして、その写真と本人を照合したりします。だが、こうした権威のだす免許証やパスポートは偽

造されたものかもしれません。実際、それらは世間には多数存在します。それによる犯罪も数知れません。それを真正である

かどうか判断しなければならないのはＢです。Ｂはその手間を回避しようとして、Ａと付き合おうとはしないかもしれません。しょ

せん免許証のような権威の出す絶対を僭称する証明ほどあてにならぬものはないと考えるかもしれません。そこでＢのとりうる

方法にもう一つあります。相対信用です。たしかにＣはＡがＡだと信用している、しかしＣはひとがいいやつで、それでおれは

信用しているんだが、それがかえってアブナイ。Ｄにも聞いてみよう、Ｅにも当たってみるか、そうしてＢはこれならと確信でき、

Ａと関わりをもつリスクを背負う踏ん切りをつけます。しかしそれは、いつ、どんなところで、付けていくことになるのでしょうか。

また、ＡはＡでじぶんがじぶんであることを証明するものがたしかに

１、 間違いがなく（偽造されたものではなく）、

２、 証明するもの自体がじぶんのもの[つまりidentite自己同一性を存立させる、シュテルナーの意味での所有]であること、

そのこと自体を確認しなければならない。

しかしそれはＢにとっては、意を決してＡを信用する要素の一つにすぎません。（この点を軽視するのが絶対信用論者の、つ

まりは権威主義の問題でしょうか）、しかし彼はルビコンを渡るのです。それは地域通貨的世界に入り込んでいくことで、みえ

てくる「顔と顔の見える世界」の、ある確からしさでしょうか、いや、・・・

この問題を考えるとき、ＧｎｕＰＧの鍵署名の汚染のされやすさの、甚だ逆説的ながら、すばらしさが現前してくるのでしょう。Ｇ

ｎｕＰＧのキー署名が示す連帯性なんぞ、いつでも人の邪悪さによって壊れるのです、汚濁にまみれるのです。しかしそこでは

常に人が問題にされているのです。軍事技術でもある暗号技術が問題ではないのです。この、人の側で常に責任性が問題と

なり、システムが常に無罪であるというすばらしさをみなければ、ＧＰＧなんぞ使えないのではないでしょうか。それはまことに強

力です。しかし人の関わりにおける脆弱さを引き受けています。実はここにあらゆるシステム設計の要諦があるのでしょう。常に

リスクも責任も人のものとなるのです。人は強いくせにあまりに弱く、弱いくせに、あまりに強いのです。信頼の蜘蛛の巣は当然

のように人が作るものですし、ＧＰＧがつくるものではないのです。しかしこのシステムは関係者に人が具体的に関わり合わざ

るをえない次元の存在することを示唆する、優れたシステムになっています。かかる仕組みの案出者は称賛されるに値すると

いいうるでしょう。もちろんＷＡＴもそうした精神に鼓吹されています。

ＧｎｕＰＧの鍵署名で、避けるべきは、直接会ったことがない人の鍵に署名をしたり、じぶんが直接知り得た情報ではない情報

に基づいて、他人の鍵に署名してしまうことです。それは信頼の環の成立を壊すことにつながるからです。あの人が信用した

からこの人を信用できるにちがいないと判断する人が、じつはあの人の他に与えた信用はあてにならないということになるので

あれば信用の環は崩れてしまいます。大事なのは、やはり信用当人止まりなのです。私は直接にあなたの個人情報をじぶん

なりの根拠・証拠によって確認したということが鍵への署名なのです。ここに逆説的ながら、信頼の蜘蛛の巣は信用当人止まり

の原則が蜘蛛の巣への参加者によって守られているほどに、信頼しえて、汚染度も低いということになります。しかし、これは
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常に、容易に汚染される危機にあります。そこに個の自立の難しさがあるといえると思います。

■ 表情罪

ジョージ・オーウェルは『１９８４年』で（ハヤカワ文庫ＮＶ８）でビッグブラザーの絶対的誓約の虚偽が真実として押しつけられる

状況下で、face crime(表情罪)に言及しています。つまり独裁者の絶対的誓約が虚偽であると推定したり、疑念をもったりするこ

とは罪。言葉に出さずとも、目は口ほどにものをいうように、表情によって他者に表明されることを罪としているわけです。そうし

てビッグブラザーは人が無表情になることを強要します。なぜなら真理は常にビッグブラザーにあるからです。こうした状況では

人は面従腹背しかなく、そうであることを他者に悟られてさえいけないのです。このことは、ＧｎｕＰＧの鍵署名パティが実際に会

って他者を信用する、あるいは自己がこれをこそ根拠として他者を自分は信じうるという、自身の他者を信頼することへのハード

ルを越えさせる確証が相識関係のなかでのみ与えられることを暗示しています。それは無表情ではない判断のからみあうなか

でしか、人を他者の信頼へと差し向ける、踏み出しにむけて背中を押してくれるものが提供されないことを示してもいるのです。

しかしこの錯綜、マックス・シュティルナーのいう唯一者の連帯における錯雑 entanglement, Verstrickung かもしれませんが

、そこには虚実が入り交じっているのも事ﾀ。確からしさの確信をなにによってもつかはその人固有のもであるしかありません。地

域通貨において、それはコミュニケーションの意義を再認識させるものだよ、なんて簡単にいう人は、コミュニケーションが個の

連帯のなかで危うくも成立する厳しさ・貴重さを知らないといえるのかもしれません。私たちが置かれた決定的で基本的な状況

では虚実の入り交じり、私たちは、場合によっては紛糾を覚悟しなければなりませんが、それは他方で父権制のごとき従属を強

いるイデオロギーやその現実、人を実際に従属せしめる位階制から自らを解き放っていること、あるいは解き放とうとしているこ

とによって、引き受けている状況であるともいえましょう。もし私たちが、「表情罪」が課される公同の在り方を受け入れざるをえな

い境遇におかれ、絶対的権威の約す絶対的誓約を受け入れ、オーウェルのいう「新語法」にある言説と所作をとるならば、私た

ちの運命はただ、なんらの自立も自律もない、モノのように客体として働きかけられ、処置されるものとなることでしょう。こうした

状況はオーウェルが、はるかかなたの１９８４年として描いたにもかかわらず（実際私たちはその２０年後の未来を生きている！）

、今日、実際の私たちはそれを北朝鮮にみています。

しかし自律しようとして隷属と位階性における疑問なき絶対的信頼の代わりに引き受けた状況においては、一方であらゆる美

しい言葉が、他方で人を陥れんとする詐欺瞞着のたぐいが、相互に尊重し、認め合う、自立者の連帯を作り上げる交流とともに

、コミュニケーションの中味として押し寄せてくるのです。人は自己の所有であらざるをえない信頼の確信をなにによって得るの

でしょうか。

■ 信用を求めて

ここで人は人の不確かさをカバーする方法を作り出すことになります。たとえば私が持つ所有物はその物のもﾂ固有の自己率

で時間の経過のなかで減耗し、また時を経て持ち越すのに固有の程度において犠牲（コスト）が必要であるにしても、今日の我

が所有物が明日もそうであることは、ある人間を信じ続けるよりもかなりな高い程度で信じることができます。モノはたとえ我が身

の所有者を裏切ろうとの魂胆をもつ場合があるとしてさえも、表情罪を犯さないからです。その罪を犯しうるのは人だけなのです

。モノは君のモノの処置について、なにかの情報を自ら発信し、その不当性や承伏のし難さを訴えるわけではありません。そこ

で人は、我が身の確信の根拠をば、財を我が身の支配（所有）におくことに求めようとします。それは確かに確からしい。しかし
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その維持には犠牲が必要だ。それはまことに厄介だ。ここで便利な物が人の要求に応えることになります。モノのように人を裏

切らず、人に飛躍のチャンスさえ与え、その幸運なる夢を巡って人を迷わせ続けるものです。それは際限のない欲求に火を付

け、どのような見解の相違が人々の間にあっても、また人々の祈る神がさまざまでも、それら以上に内心にて信仰される神となり

、人々をその神殿に向かわしめるものです。

１９１２年に創刊されたゲゼリアンの機関紙「Der Physiokrat(注１)（重農主義）－闘え、労働の全収益を労働者のために、土地

所有と貨幣の改革によって立て」、にある長文のブルーメンタールの詩文はこう始まっています。

と。

そう、貨幣なのです。

■ カネは裏切らない

世俗にカネはウソをつかないといいます。そう、カネは強欲という寺院の迷宮のような場所で、そのためだけに人類を悩ますも

のでありながら、同時に我が身の他者に寄せる信頼が被る確信の揺れを外部にあって解決するもののごとく現れ（実際、いつ、

どこでも、誰に対して、何に対する代価としても使えるという誰もがもつ信頼感が貨幣を貨幣たらしめています）、またそのことに

よって我らをその強力な信徒に変えてしまうからです。人の不確かさをカネへの確信が救済するのです。人なんて当てにならな

いよ、カネだけ、カネがあればね、嫌なことは人様にさせられる、したくないことに時間を空費し、人生を縮めることもない、そう、

魯褒のいうように「厳毅の顔を解き、発し難きの口を開く。」だ。あんた、地域通貨なんてバカなことを言ってるんじゃありませんよ

、と。人を信じるな、カネを信じ、そのために人を度量し、付き合う決断をなせ、というわけです。

しかし、自らの不確かさへの揺れを我がこととせず、カネに逃げる（外在化する）ことは、我が身の危機的、根本的存在条件を

カネによって解決することですから、安楽をカネがもたらすのだと幻覚させもします。他者はカネを基準に視界に入り、そのため



人間の経済 Gesell Research Society Japan

に他者は利用・収奪の対象に落ち、また我が身もそのように扱われ、そこでは、あらゆる詐欺瞞着が大手を振ってまかりとおる

ことになります。人のふう、金銭に染まれば、世の中すべて黄金色に染まり、ついにはカネのためにのみ生きる奴隷となるので

す。

しかし、カネといい、その融通といいますが、「社会経済的な人間生活の根抵は、決して貨幣－－金融などというものにあるの

ではない。貨幣－－金融はそれを必要とする制度の下に於てのみ意義があるだけである。人間の物質的生活は貨幣－－金

融なき社会でも立派に営むことが出来る」（権藤成卿）

もちろん、この文言から私たちが貨幣－金融を必要としない社会経済が存立しうるとの主張をくみ取るだけならば皮相な理解

となるでしょう。なぜなら、私たちが「貨幣－－金融はそれを必要とする制度の下に於てのみ意義があるだけ」、そうした条件の

なかにあることの認識が重要にみえるからです。じねんのおのずからさだまるという古来の社稷の疲弊・失墜は幣制の弊となる

事実に止目させはしますが、それとてその弊を意義あるものとしている制度のゆがみがそこにあることも事実だからです。

ここでようやく信用に戻ることになります。我が確証の不確かさを実物にもとめた人間は、その不十分性とそれに勝る信用の担

保に気がつくわけです。貨幣は、人の信用の確かさへの疑念、信認への躊躇を解決する方向に導きます。交換が販売と購買

に分かれ、別のプロセスで独自なものとなるのも、貨幣の力によります。ＡはＢに財を販売するとすると、Ｂの信用をなんら斟酌

することなく、ただ一つのこと、すなわちＢが相応の代価を貨幣にて支払いうるかどうか、財の引き渡しにさいし、なんらの詐欺

瞞着なく同時に決済手段たる貨幣を引き渡すか否かだけを心配していればよいのです。このことは、相互に匿名性が成立する

可能性が与えられることを意味しています。ＡにとってもＢにとっても相手がなにものであるかはどうでもよくなるからです。ただ

問題は貨幣に存し、人はそれをたしかにもたらすかどうかだけで、信用を問われるだけとなるのです。売買において財と貨幣の

相互の提供が全く同時に行われる場合には、究極にまで人の実質信用は低下することとなります。その事例は現金引換販売

です。

■ 匿名性のなかで

匿名性が存在するとは、信用するとか、しないとかが無関係になることでもあります。信用は貨幣が吸収してくれているわけで

す。そうして、財と代価の同時的受け渡しから受け渡しの時間のズレが拡大する遅滞引き渡しの取引手法が採用されるなかで

、金銭信用を担いうる、あるいは果たしうるかどうかとして人の信用が再び登場します。ここで登場する人間は金銭信用を果たし

うる条件にあるかどうかで信用が秤量されるという意味で金銭に従属しています。どのように高潔な人物も金銭信用を果たしうる

条件にあるかどうかでのみ評価・信用されるのです。事例は、代金後払いや、代金先払いで財貨引き渡しが事後のような取引

でみうけられるでしょう。フォワーディングにはじまり金銭貸借に至る取引手法の複雑化にみる信用の構造の根底に、これをみ

ることができます。

ところで、初発に金銭信用の成立において、そのもっとも原初的な貨幣を介した交換において、匿名性が成立する可能性が

与えられることは、人が他者との関係を求めるさいに、関係を求めること自体に付着するリスクと対重をなす、個がもう一方に足

をおきうる堅固不抜な基礎として匿名性が個人の自存性を保証するということをも意味しています。「一人でいることの権利」が

奪われるところでは個人の究極的な死があるからです。リスクをとる個の死滅はリスクの死でもあり、それは絶対性の支配、自由

な取引の消滅をも意味します。表情罪はこうした意味で個を死滅せしめる全体主義の苛烈な誅求を示しているといえるでしょう

。
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私たちがリスクをとるということの「ぜいたくさ」が匿名性のあやうい確保のなかに認められます。それは貨幣を成立させると同時

に人が手に入れ、追い求める個の幻想かもしれません。そうなのです、私たちはマルクスが『要綱』でいうように、貨幣という社

会的本質をポケットに入れることができます。貨幣は全体性のうちに我が身の本質を個が幻想することを可能にするわけです。

かんたんにいえば、人とつながるなんていう場合がそうでしょう。個と協同する個のなす一全（全体）が同時になりたつわけです

。それは個がその期成性によって全体への通路をもつということでもありますし、人は貨幣によって交通することとなるのです。

ここに情報がからくも成立するのですが、それは後ほど、貨幣ではない実物の次元で触れることとしましょう。

■ 貨幣

ここでは貨幣の作り出す光景（スペクタクル）に隠し込まれている事情についてもうすこし触れていこうかなと思います。

貨幣はそれが何でできているか、その素材上の担い手がなんであるかには無関係に財・役務の代価として受領されます。な

ぜ受領されるのかといえば、財・役務の引渡と引き換えに受領した＜しるしsigneシーニュ＞は

受領されると、関係者によって信じられているからです。

１はこのシーニュがある時点から別の時点までの時間の経過のなかで価値を維持するものであると誰もが信じているということ

を示します。この価値の維持の観念、つまり将来における支払い・決済に使用しうると信じられることの根底に見いだされる事情

は価lが、ひとりひとりは相識関係になくても協同の作る全体のなかで、メンバ全員があらゆる財貨・役務が、場合によっては人

間でさえ、ある共通の尺度によって測られることを受容しているにちがいないという暗黙の信頼に依存していることを示していま

す。（プルードンのいう、貨幣とはフランスではフランである、という指摘の意味がここにあります。価値尺度の論につき忘れがち

な視点でしょう。）ある象徴が「価値」を経時的に維持しうるということは、社会にその秘密を求めなければ解けないからです。か

つてであればボーダーの向こう、こんにちであれば火星人に遭遇するとして、１００円が１００円であり続け、尺度したものの授受

にさいしてその売買を分ける（売りと買い）権能を行使できるかといえばできないからです。価値の観念にはある公同の形成さ

れてあることが関わっているといわざるをえません。

２は１と似ています。経時的に価値が維持され、不定の相手から見いだした特定の相手が、違った場所に居た場合でも、代価

として受領してくれると信じられています。空間を違えても、信じられるということは、その場がやはり公同の存する場であるという

ことを前提にしています。誰も火星で火星人に使えるとは思っていないからです。

３は、じぶんが財・役務を引き渡し自らに代価として価値物のしるしを支払った相手ではなく、さらに不定の数多くの人間が、じ

ぶんたちが只今なした取引と同様のことを手がけるに違いないと信じていることを示しています。しかし、じぶんが属する集団や

その見ず知らずのメンバに対する信頼は脆弱なものですから、これを補強する必要があります。そこに共通な尺度を成立させ

る協同による一全（国家）によるメンバに対する強制（ないし絶対保証）が必要となります。（国家と貨幣の出現の論理的同時性

に関してはゲゼルを参照j。貨幣に信用を吸収させたとき全体性が不可避となる次第です。
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４と５は貨幣の権力性の根拠となる事情です。流動性選好の根底にある事情です。なんとでも交換しうる性格です。プルードン

が王権に比した貨幣の性格です。受領の確実性がその基本にあります。貨幣がもつ高度の流動性、これはプルードンからケイ

ンズに至る貨幣的な理論の歴史において基調をなすものです。プルードンが価値の構成状態と呼んだ状態、つまり、貨幣が

他の諸財とは異なり何とでも交換しうる社会的権能を実現しているということ、まさに貨幣において実現している高度な流動性i

社会性）は、しかし、他の諸財ではそうではないのです。貨幣は自由に諸財を購入できるのに、財は貨幣を、また他の財を自由

に購入できないのです。この社会組織の欠陥は、貨幣保有者と財の保有者の非対称性としてゲゼルが指摘したことでもありま

す。私たちは、貨幣にそうした社会的な性格を付与しているのです。Ｆ・マゼルに始まる、あれやこれやの、補完通貨の実践の

背後にこうした事情が横たわっているといえるでしょう。貨幣と財の対称性の回復という夢がそれです。

■ プルードンの夢

プルードンは財に高度な流動性、社会性をもたせるために「信用と流通の組織化」を提言し、実践しようとしました。それは財

に貨幣と同様の価値の構成状態をもたらそうとするものでした。もし、財が貨幣の王権に服さなくてよくなれば、貨幣の市場を支

配する専権は死滅するのです。しかし貨幣のみがなんとでも交換しうる性格をもつことで、貨幣は財・役務の交換される市場で

、それを容易にしたり、困難にしたりする力をふるっています。彼がvetoという拒否権を貨幣のみがもっているからです。なんで

も購入できるということは、購入を拒否する力さえもっているということでもあります。ここに貨幣と財の不平等が存在します。ゲゼ

ルが言うように貨幣の保有者はいつまでも待つことができるのです。しかし、財の保有者はつねに急かされていることになります

。

こうした権能を貨幣にもたらすもうひとつの視点はゲゼルとケインズによって与えられました。貨幣のみが自己率においてゼロ

率であるという事情です。この視点が出現するには科学革命を待たねばなりませんでしたが（熱力学法則）、プルードンはこれ

を知らなかった（当然ですが、しかしそれを予見していたと思わせる文言を発見することもできます）ため、彼の信用と流通の組

織化（人民銀行）は無時間的な論理のなかで需給の恒等的一致を夢見るＪ．Ｂ．セーの論理を流通組織の改革で実現しようと

試みるものとなりました。

ことは理屈がはぎ取られシンプルな定式に仕上がった実践的次元でみてみるのがいちばんわかりがはやいですから、プルー

ドンの人民銀行券をみてみましょう。

人民銀行の「流通券」見本には、券面にこうあります。
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５フランシリーズ   人民銀行   Ｎｏ．＊＊＊

５フラン流通券

加入者各位

一覧後、支払指図に対して、人民銀行が受領した総額５フランの、

諸君の産業の商品や生産物、用益で持参人に支払う

署名 P.J.PROUDHON et Co.

経理人 ＊＊＊＊（署名）

＜上記の他に、左右に、人民銀行という協会の約款、１８条、２０条が記載されています＞

１８条（左端に記載）

通常の正貨で支払われる銀行手形と異なり人民銀行券は永遠の社会的性格をもつ引渡指図であり、あらゆる組合員ないし全

加入者によって、その事業や職業の生産物あるいは用益によって支払われる。

２０条（右端に記載）

流通券は協会の全加入者にあらゆる支払いで受領される。協会は正貨での払い戻しを行わない。協会ﾍ任意のものでしかな

いが、加入者のところでの受領の義務を保証する。加入者の名称、職業、住所地の一覧は協会の事業所に掲示されるであろう

。

＊ ＊ ＊

まさに、生産物は生産物と交換されるというＪ．Ｂ．セーの公理（セー法則）を現実に実現しようとするひとつの計画であるといえ

ましょう。この流通券の仕組みは、会員になった企業は財や役務を引き渡す代わりに流通券を受け取ります。しかし、実際に人

民銀行にそれらが引き渡され、人民銀行の「倉庫」におかれるわけではありません。会員は他の会員が代価支払いに使用する

流通券を受け入れ、財・役務を引き渡すわけで、実際には流通券の１００％受領を保証させるために人民銀行は財の引き渡し

を文言上で求めているにすぎないといえましょう。したがって、銀行を宛先とする手形によって銀行から融資を受ける手法と似

ていなくもありませんが、決済が実物で行われること（流通券による会員間売買）、つまり銀行に対して決済をせず、会員間売買

で実質的に決済が行われること（相互信用）、正貨による割引がふさがれていること（手形融資では、これに係る利子が割引分

にあたるが。）などが異なっているようにみえます。要するに会員企業の自己の生産能力や生産物を根拠に、それらが交換され

るのに使用される手形を流通券として人民銀行が発行し、会員に給付し、流通させるシステムともいえましょう。
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これは、Ｄ．ディラードとは違っていくぶん辛辣に、４８年革命期のプルードンの経済政策を研究したケインジアンのローレンス・ク

ラインがプルードンの銀行には抗インフレ的な仕組みが内在していないと指摘したこととも関連してくるでしょう。流通券は会員の

生産能力や財を根拠にするといいながら、実質的には発券量を自由に決定できてしまうからです。プルードンは人民銀行が任

意の社団で出発したとしてもフランス全土に広がり、将来フランス銀行にとってかわると期待していました。そういう意味で、当時

臨時政府の側に立ち、ルイ・ブランらの共産主義者と手を結んだボナールが人民銀行と同じ方式でボナール銀行を手がけること

ができたともいえるでしょう。人民銀行は相互信用といいながら、これに信用を与え、運営する奉仕者（サーバー）を必要としたか

らです。もちろん、そうはいってもオーウェンのような、投下労働の自己申告にもとづき（ひとは必ず自己に甘いので過大な労働

申告をする）、結果的に優良財が外部市場にもちだされることで、がらくた、売れ残り品の山を築いて崩壊し、他方で公正労働交

換所の専権を前提にしたようなシステムではありません。人民銀行はあくまで財の配分は市況で決定される、すなわちマーケット

の決めることとなっていたからです。しかし、それでもいくつもの問題が出てきます。クラインのいうような抗インフレ性の問題（流通

券過剰発行）もありますが、人民銀行の発展は実質的に複数通貨システムを出現さていくことになるので、流通券自体の相場変

動の問題も出てくるにちがいないからです。

（注）

１ 重農主義:この訳語はあまりいいとは思えませんが一般に流布しています。自然の支配[統治]のほうがよいかもしれません。

農本主義者がそれに依拠して制度批判をなす「自然而治」に近いと思われます。
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 そこで花券には１年間の有効期限を設ける。技術的には事務局に環流した花券を再度、会

員に受け渡す場合に、紙券に有効期限を単にゴム印を押してしめせばよい。通帳を使って事

務局と取引して花券を入手する際には、１０％の割引料負担が必要となることとする。具体例は

上記のようになる。この場合、１年間１０％負担となる根拠はこうなる。

○花券を入手して、第一の月は０％（月をまたがないから）

○第二から第十一の月は月をまたぐごとに１％。

○最終の月：有効期限が迫っているので受領されにくくなるので、この事情を相殺するため０％

とする。

○年利換算１０％となる。

○有効期限を経過した花券は事務局とのみ取引できることとし、事務局に環流させる。つまり、

期限切れ１０００花の花券を事務局に引き渡す場合、記帳はこうなる。持込人の口座に１０００花

のプラス、事務局口座に１０００花のマイナスを記入する取引をすればよい。

 まちだ大福帳では、将来、その運用状況をみながら、こうした減価システム完成の方向が検

討されていく可能性がある。

注１、 詳細は、拙稿、「ＴＲ（交換リング）の基本性格について」、「人間の経済」、第７２号 ２００３

年７月７日刊、「ＴＲ（交換リング）における融資の成立条件とその実現手法」、「人間の経済」、第

７３号、２００３年８月３０日刊を参照。

注２、 千葉の地域通貨、ピーナッツはｯじＴＲであるが、通帳のみの使用で、口座のプラス残に

月１％のマイナス利子を課し、減価させている。
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は大福帳会員やＷＡＴ券保有者たちの間で売買というかたちで両替が行われるでしょ

う。ただし大事なのは、ＷＡＴ券と花券の互換性を維持するには、まず大福帳事務局が

両替を必ず引き受けるという姿勢が必要です。これは大福帳サイドでそういうルールを

つくればいいだけです。

ＷＡＴ活用事業者などＷＡＴサイドではなにもすることはありません。大福帳会員は花

券をＷＡＴ券に両替しなくても、ＷＡＴ券をもっているか、新規に発券するかすれば、Ｗ

ＡＴ活用事業者とのＷＡＴ活用事業者で受け入れてくれる可能性も高いでしょう。しかし

ＷＡＴは個人の信用のみが頼りですから、ＷＡＴ活用事業者は既発券ＷＡＴのみを受

け入れるケースが多いと思われます。福井県鯖江のＷＡＴタイプの地域通貨ハピーで

も参加商店は既発券のみを受け入れています。それは、既発券を持っているということ

は、それだけで誰かに何かを供与し信用を与えた人間であることを証明しているからで

す。そういう意味で、ＷＡＴ活用事業者は、自社発券ＷＡＴか他者発券の既発ＷＡＴ券

を受け入れるでしょう。その両者をもたない大福帳会員は花券で既発ＷＡＴ券を購入し

て、ＷＡＴ活用事業者に対して使うことになるでしょう。

つまり、要点としては大福帳事務局がＷＡＴ券（事業者発券ＷＡＴは新発[つまり事業

者が新規に発券したＷＡＴ券]とＷＡＴ既発券を花券で、いつでも、ルールで決めた量

を購入し、また、花券で、いつでも、持っている量のＷＡＴ既発券を売る約束をすれば

両替が実現します。ＷＡＴサイドではなにもすることはありません。

町田のような大都会はそれのみによって存立しているわけでなく、後背地を必要としま

す。町田だけで使える地域通貨は、町田を取り囲む広域で生活し、事業をしている人

々との連携を必要とします。しかし町田に自らを制限しています。また、非都市部ほど

広範なネットワークを形成するＷＡＴのような決済手段が人々や産業を結びつけます。

そういうなかで、都市部と非都市部の、たとえば都市住民と農林業との交流への欲求も

発生します。またそうした意向の生まれ出るのを地域通貨が促進しもします。ＴＲとＷＡ

Ｔとの連携の問題が当然出てくるわけですが、ＴＲサイドが上記のような自らの地域通

貨でＷＡＴ券売買を実現すれば連携が容易に実現することがわかります。これは双方

の地域通貨利用者にメリットを提供することでしょう。林業家から漁業者までを広範にＷ

ＡＴは結びつけていく勢いですが、各地のＴＲとの連携のなかで広がりばかりか深さをも

手に入れていくことでしょう。
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校へ行かせるという観念すら定着していない人々も多かった。

クレアのクラスにも、十分なフランス語を話すこともできず、フランスの学校に適応

した教育が与えられる家庭環境ではない子供たちがいた。数十人の生徒のクラス

では、能力もまたバラバラであったため、子供たちの学習進度は大きな差が開い

ていた。

あるとき、クレアはつぎのような授業の仕方を思いついた。まず子供たちに「得意

な科目」と「少し苦手な科目」を書いたメモを提出してもらう。クレアはそのメモを見

なｪら、フランス語の得意な子が苦手な子の勉強を手伝い、あるいは算数の得意

な子が苦手の子の勉強を手伝うように組み合わせを考え、グループで自習をさせ

てみた。すると、生徒は今度は自分たちでお互いに得意科目と苦手科目を教え

合う関係を作り始めたのである。

さらに、生徒たちは学校から出て近所の大人たちに自ら教えを請うようになって

いった。たとえば買い物をするときに店のレジ係からお金の計算の仕方を教えて

もらう、というように。

クレアの授業は、教える側と学ぶ側という固定した関係ではなく、生徒のあいだで

互いに得意なこと、知ってい驍ｱとを対等なものとして尊重し、交換で学びあい、

教えあう関係を築きあげていった。ここでは、教師の役割は一方的に知識を伝達

する人ではなく、生徒たちの能力を引き出し、互いに教えあい、学びあうための「

関係づくり」を行う媒介者なのである。

クレアの授業は子供たちの父母にも評判になっていった。子供たちの親もまた同

様に、互いの得意なものを教えあう関係をつくり、交換のネットワークが学校の外

にも広まっていった。フランス人の親たちは移民の親にフランス語を教え、移民の

親たちは自分の国の料理を教えるというように。

評判は地域に広がり、ソーシャル・ワーカーの雑誌にも取り上げられるようになっ

ていった。こうして「知識の相互交換ネットワーク」が誕生したのである。




